
202６年度

「あいちロボット産業クラスター推進協議会」に加入している中小企業者等、大企業、大
学、研究機関、その他団体
（ロボットの提供側・利用側※１のいずれも補助対象者になりますが、双方が参画する体
制を組む必要があります。）

補助対象者

(1)ロボットの関連機器の購入費用
(2)ロボット本体、関連機器等のレンタル・リース費用
(3)補助事業に従事する者の直接作業時間に対する人件費、旅費
(4)専門家への謝金、旅費
(5)委託及び外注に要する経費
(6)諸経費（消耗品、通信運搬費、施設利用料）
※ロボット本体の購入に係る経費は対象となりません。

対象経費

ロボット導入の前段階として、事前検証に要する費用を補助します。
明らかにされた効果や立証された事業モデルを横展開し、本県の
ロボット普及を後押します。

中小企業者等：２/３以内

大企業他：１/２以内
補助率 500万円以下

補助
限度額

公募期間 ３月25日（水）～５月29日（金）

※１ 提供側：ロボットメーカー、ロボットシステムインテグレーター、ロボットサービス提供者等
利用側：ロボットの提供側が製造・構築・販売する機器又は提供するサービスを利用する者

製造・物流 医療・介護
業務用

サービスロボット

(写真はイメージです)

空モビリティ



【問合せ先】愛知県経済産業局産業部産業振興課ロボット産業グループ
電 話：052-954-6352（ダイヤルイン）
E-mail: robotshien＠pref.aichi.lg.jp

詳しくはこちら！
応募書類の様式もWebページからダウンロードできます。
https://www.pref.aichi.jp/press-release/26sanrobo-
robohojo2026.html

応募書類

あいち電子申請・届出システムから提出してください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-aichi/smart-apply/apply-
procedure-alias/robohojyo2026

応募書類
提出先

説明動画の視聴を希望する方は、以下により、電子メールで申し込みください。
・メールの見出：「ロボット未活用領域導入検証補助金」
・本文中に次の１～３を記載
１．貴社・団体名 ２．視聴者氏名、
３．連絡先（電話番号、メールアドレス（視聴用URLを送付するアドレス））
・申込先：下記【問合せ先】のメールアドレス

公募説明
（説明動画の配信）

下記Webページから加入申込みいただけます。
https://robot.pref.aichi.jp/join/

あいちロボット
産業クラスター
推進協議会

下記Webページからご確認いただけます。
https://robot.pref.aichi.jp/field/過去の採択案件

下記の分野のうち、ロボット未活用領域（用途）において実施する事前検証※２

（業務分析、業務効率化検証、業務のロボット化・自動化の検討、周辺設備や機器との連携検証、技術面・
運用面の課題検証、費用対効果検証、事業化可能性調査など）

未活用領域 （例）分野

食品製造業における産業用ロボット等の活用や、ピッキング・搬送ロ
ボットの活用による物流の自動化

製造・物流

介護ロボット（移動・移乗・排泄支援、見守り、コミュニケーション）や
リハビリ支援ロボットの活用

医療・介護

荷物搬送やインフラ点検業務におけるドローンの活用空モビリティ活用

自動配送ロボット、案内・コミュニケーション・警備ロボットの活用
業務用サービス
ロボット活用

月５月４月３月２月１月12月11月10月９月８月７月６月５月４月３

補助事業スケジュール

※事前着手届出書を提出することにより、交付決定前の事業着手が可能です。

公募（～５/29）
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※２ 事前検証の例
・ユーザーへの導入の前段階として必要な技術検証、周辺設備との連携、固有の課題検証
・介護施設等の協力の下、機器を試用し、メーカーや大学等により、業務効率や施設入居者への効果を検証
・具体的な地域課題やニーズに基づいた一定期間のトライアル利用による技術面・運用面の課題検証
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